
 
 

第四次市川市生活排水対策推進計画について 
 

１．計画策定の経緯 
  

年月 市川市 
平成 4 年 3月 水質汚濁防止法に基づく「生活排水対策重点地域」に指定

される 
平成 5 年 3月 「生活排水対策推進計画」（一次計画）策定 
平成 15年 3 月 「市川市生活排水対策推進計画（改訂）」（二次計画）策定 
平成 25年 3 月 「第三次市川市生活排水対策推進計画」策定 
令和 5 年 3月 「第四次市川市生活排水対策推進計画」策定予定 

 
２．計画の位置づけ 
 生活排水対策推進計画は、水質汚濁防止法に基づく計画です。 
また、市川市環境基本計画をはじめ、市関連計画や県の計画とも整合を図っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

市川市基本構想 

（市関連計画） 
・市川市汚水適正処
理構想 
・市川市一般廃棄物
処理基本計画 
・生物多様性いちか
わ戦略 

市川市生活排水対策推進計画 

（千葉県） 
・真間川流域水循
環系再生行動計画 
・真間川水系の河
川整備計画 

市川市総合計画 

市川市 
環境基本計画 



 
３．計画の概要 
  計画は目標像（将来ビジョン）、実践目標、計画の柱、施策方針から構成されます。 
  一次計画で掲げた目標像（将来ビジョン）の実現に向け、各計画において実践目標を 
定めており、また、実践目標を達成するため、計画の柱及び施策方針を策定しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

４．家庭での取り組みを支援します 
５．地域での取り組みを支援します 
６．環境学習による取り組みを支援します 

７．水循環を守ります 
８．生物多様性の保全再生を目指します 
９．水辺を活用したまちづくりを推進します 

１．公共下水道の整備を進めます  
２．合併処理浄化槽の普及を進めます 
３．河川や水路の水を浄化します 

目標像（将来ビジョン） 

みんなの力でふるさとの川・ 

    真間川に清流を取り戻す 

四次計画 

三次計画 

実践目標 
自然を感じ、 

親しみを持てる真間川を目指して、 

河川に流れ込む生活排水の汚れを８割減らす 

多様な生き物が暮らす真間川を目指して、 

河川に流れ込む生活排水の汚れを 2割減らす 

二次計画 河川に流れ込む生活排水の汚れを３割減らす 

 
一次計画 生活排水の汚れを半分に減らす 

実践目標 
自然を感じ、親しみを持
てる真間川を目指して、 
河川に流れ込む生活排水
の汚れを８割減らす 

計画の柱１ 
施設の整備に関する取り組み 

計画の柱２ 
啓発活動を進める取り組み 

計画の柱３ 
清流を取り戻す取り組み 

施策方針 
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